




要約：肢体不自由養護学校の内科校医は専門医でなければならない。肢体不自由養護学校

養護教諭は校医の指導のもと、学校保健行為の実施・指導ができる力量と看護婦免許が必

要である。北米の養護学校では、教育担当と医療行為担当者(看護婦)の役割が完全にわけ

られていた。。スウェーデンでは、脳障害別りの教育という新たな試行が始まっている。

学校保健と地域保健の接点になる学校保健委員会の活性化が必須である。保健所療育相談

を活用し、発達的観点から重度重複脳障害児と保護者への支援が必要である。


